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て、授業に限らず一般向けの科学教室等において化学実
験を指導する場面も増加すると見られる。
　教員養成課程における化学実験授業では、まず学生に
授業受講者として従うべき安全の規範を教授することが
必要であるとともに、教師となったときに自らが安全面
を含めて生徒・児童を指導できるようなカリキュラム開
発が望まれる。
　そこで本研究では、中国地方の国立大学法人が設置す
る大学（国立大学）の教育学部で展開されている化学学
生実験授業のシラバスに基づいて、安全教育の実施状況
を比較検討する。次に、当学部における化学実験授業お
よび環境寺子屋（平成20年度採択　質の高い大学教育推
進プログラム　豊富な環境リテラシーを有する「理科に
強い義務教育教員」育成プロジェクト）において実施さ
れている化学安全教育の実践実績をまとめるとともに、
安全教育手法の一例を提示する。

２．中国地方の国立大学教員養成学部における
化学学生実験カリキュラム比較

　表１は、中国地方の国立大学のうち教育学部を取り上
げ、なかでも中等理科教員の養成を目指した課程のうち
最も初期に開講されている化学学生実験授業のシラバス
を比較している。これらの科目は、免許法における「化
学実験（コンピュータ活用を含む。）」に対応している。
この授業は、受講学生にとって実質的に生涯で初めて経
験する本格的な化学実験であると考えてもよい。

１．緒　言

　物質環境科学や生命地球科学といった自然科学は、自
然界に存在する物質や現象を入念に観察し、あるいは実
験を行うことによって、自然を構成する基本原理を導出
することを目的としている。なかでも化学は、実験を繰
り返して自然に存在する物質の成り立ちを調べるととも
に、全く新しい物質を合成することにより、生活の利便
性を向上させるような材料を提供できる可能性を有して
いる。このように実験は化学教育の本質的な部分を占め
ており、中等理科教育の化学関連の教科や単元において
も、その充実が近年ますます重要視されている。
　一方、化学実験においては危険物を取り扱うことが多
く、火気や鋭利なガラス器具等を使用することもあり、
実験者本人や実験室全体の安全確保が極めて大切であ
る。加えて近年では「実験により排出される廃棄物を適
切に処理し、自然界に散逸させてはならない」という環
境保持からの要請が特に強い。
　近年大学の教員養成課程に入学してくる学生は、中等
教育において化学関連の演示実験を目にしたことのある
者は多いものの、薬品を使用して自ら実験を行った経験
を有する者が少なくなっている。従って教員養成課程の
学生が、初期段階で受講する化学実験の授業は、学生の
多くにとっては実質的に初めての自ら操作して行う実験
であるといえる。その一方、将来教師になる者は、生徒・
児童に演示実験を提供する機会や授業の実験指導を行う
ことが今後ますます多くなると考えられる。それに加え
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表１　中国地方の国立大学教育学部・中等教員養成に向けた初年度化学実験授業の内容比較［1］
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　各大学とも、授業の初回を含めて化学安全教育を１回
以上行っていることが分かり、安全教育の重要度が見て
取れる。なお、安全教育を行う回を除いた実験の分野自
体は、各大学とも有機化学・無機化学・物理化学・分析
化学の基礎をバランスよく含むものとなっており、免許
法により要請されている科目内容に沿ったものとなって
いる。また火気を使用する加熱等の操作が少ない分析化
学実験や無機化学実験を始めに行って化学器具の取扱に
関する習熟度を高めたのち、複雑な操作や設備が必要と
される有機化学実験へと徐々に移行させる順番となって
いるなど、化学学生実験の構成が各大学によって工夫さ
れている様子が見られる。
　なかでも当学部では、安全教育に複数回（２回）を充
当して教育内容の実践を図っているとともに、その内容
を定着させるために授業の最終回には筆記および面接試
験を行って安全理解度の定着を促している。これについ
て次項で詳しく述べる。

３．当学部における化学関連の安全教育実践例

　この項では、本学教育学部において開講している中等
理科教員養成向けの化学学生実験のうち「化学基礎実験
Ⅰ」（表１に掲載）での安全教育を概観するとともに、中
等理科の内容を含めて展開している環境寺子屋A領域の
初期段階における安全教育にも言及する。

3-1．当学部「化学基礎実験Ⅰ」における安全教育
（1）．安全教育の概説
　当授業における安全教育上の特徴は、安全教育に複数
回を割いているとともに筆記および面接試験を課して内
容の定着を図っていることである。
　安全教育の一般的な内容、すなわち実験の服装やガラ
ス器具の取扱、火気の使用等に関しては、理工系の専門
学部や会社の現場でも高い評価を得ている成書［2-5］に
忠実に従っている。この授業では、特に当学部における
化学学生実験として、化学安全保持の一般則に従う重要
性を強調するとともに、島根大学の薬品取扱や廃液・廃
棄物処理に関する学内規則を遵守しながら、実験に関す
る所作を具体的に学ぶ。
　教育学部の化学学生実験における安全教育として重要
なのは、受講者自らや同時に当該授業を受講している者
の安全を確保するとともに、将来教師となった際に生徒・
児童に安全面を含めて授業展開できる素地を養うという
ことである。安全保持の原則を、受講学生の具体的な行
動に落とし込んだ形で提示するとともに、実際の実験中
には身をもってその安全原理を実践させることが重要で
ある。表２に、当学部で開講している授業環境に特有の
安全保持事項を示す。
　内容に関して、白衣に氏名等を記載させるのは、万一
事故等が発生した場合に負傷者等の氏名を担当教員が素
早く確認できるようにするためである。特に大人数で行
う実験授業や、課外活動として実施する科学教室などで、

実験指導者が受講者の氏名を把握しきれていない場合に
も極めて重要である。
　実験で発生した廃棄物や薬品の処理については、島根
大学規則を極めて厳密に守るように指導している。具体
的には、担当教員の目前にて廃棄物の現物を提示させて
その内容やどのような場面で発生したものかを報告させ
るとともに、指定された廃棄箱や廃液貯蔵タンクに正し
く投入させることで、異物の混入等を防止することとし
ている。
　項目５の負傷時の対応は、予め担当教員と本学保健管
理センターとで協議を行ったものである。正課の授業で
あるので保健管理センターの開室時間中に実験が進行し
ていることを前提にしている。負傷時にはまず保健管理

表２　島根大学教育学部「化学基礎実験Ⅰ」における授
業環境特有の安全注意事項
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有の事柄を述べる。
　まず環境寺子屋の体験学修プログラムでは、学校現場
などで特に薬品を使用する場合に発生しやすい事故の事
例について検討を行っている。初等・中等学校、あるい
は大学における授業中の事故は、独立行政法人日本スポ
ーツ振興センターが運営する「学校安全Web」［６］にて
データベース化されている。このデータベースを使用し、
理科授業中に発生した事故の事例を研究することによっ
て、事故につながる状況をつくらないことを心がけるよ
うに指導している。

（2）．基礎的な実験で使用する薬品の取扱
　まず、小学校理科で使用される主要な薬品を表５に示
す。ここでは小学校の授業内容に倣い、広く一般向けの
科学教室等でも頻繁に使用される薬品を想定している。
　表５に示したものは理科の授業ばかりでなく日常生活
にもなじみがある薬品も多い。環境寺子屋の体験学修プ
ログラムでは、まず、我が国の法律「毒物及び劇物取締
法」等により指定されている「劇物」を明示している。
法令遵守が厳しく問われている昨今、大学や研究所はも
とより初等・中等学校においても、劇物を法令等に基づ
いて正しく保管・使用することが極めて重要である。塩
酸を始め、アルコールランプの燃料として使用されるメ
タノールなど、小学校理科や一般向け教室でも広く用い
られる薬品の中でも劇物に指定されている薬品も多い。
これらの取扱には注意が必要である。
　また、薬品名には学術向けや教科書向けで使用される
名称と工業界や産業界で使用されるものとが異なること
がある。例えば「メタノール」は国際純正・応用化学連

センターに連絡して対応の指示を仰ぐが、大量の出血が
発生した場合など、明らかに緊急度が高い場合は直接救
急車を要請することもある。また、保健管理センターと
は定期的に（年１回）協議を継続しており、このような
通報ルートが妥当かどうかを毎回確認している。
　加えて受講学生には、必要な傷害保険に加入している
ことを授業受講の前提とするとともに、学生センター等
で配布されている「島根大学緊急時連絡先カード」を携
帯させている。また、実験室には保健管理センター等の
電話番号を大きく掲示しており、緊急時に備えている。
　授業等の教育課程の一環として実施する化学実験の安
全保持において重要なことは、たとえ実験中に負傷して
も成績評価が減点となることは一切ないことを周知徹底
させることである。これによって、学生が負傷を隠した
りせず、どんな小さな負傷でも直ちに担当教員に報告で
きる環境を整えている。例えば負傷した当初は自覚症状
が小さいが時間経過とともに重大な損傷となり得るよう
な怪我に対しても、初期から適切な治療を受けさせるこ
とができる。

（2）．期末試験を用いた安全手順の定着
　この授業の大きな特徴は、期末試験を実施することに
よって安全に関する事柄の定着を図っているということ
である。期末試験は面接試験と筆記試験から構成されて
おり、化学反応式など実験内容に関わる設問に加えて、
安全保持に関する事項が筆記試験のなかで必ず出題さ
れる。
　表３は、筆記試験における安全保持を問うた設問の一
例を、また表４は、表３に示した設問例を含めて安全保
持に関する問題に対する学生の解答状況を示す。
　試験であるので、当然ながら毎年設問内容を変化させ
ており、平均正答率の直接の比較は難しい。設問内容と
して平成20年度は、化学実験室の写真を例示して危険な
状態を指摘させるといった様式であったので、比較的容
易に解答できたと考えられる。平成21年度以降は、例え
ば実験用白衣としてふさわしい素材（綿100%）の理由
を答えさせるなど論述形式としたため、正答率はやや低
下した。しかし一方では、安全保持に関するより正確な
知識や実践内容を問うことができたと考えている。

3-2．環境寺子屋A領域における安全教育
（1）．実施背景
　当学部で実施している環境寺子屋の体験学修プログラ
ムにおいては、正課授業として中等理科に関する科目は
もとより、初等理科に関する科目も履修していない者が
受講する機会を提供している。また、中等理科教員養成
の課程に属する学生のうち初等理科の科目を履修する機
会のない者や、学校現場だけではなくサイエンススクー
ルなど広く一般市民向けに授業を行う場合を念頭に置い
た化学分野の安全教育を平成21年度から実施している。
　本稿では安全保持に関する一般的な注意事項は省き、
環境寺子屋A領域（物質とエネルギー）にて実施した特

表３　「化学基礎実験Ⅰ」期末筆記試験のうち安全保持
に関する設問例

表４　「化学基礎実験Ⅰ」期末筆記試験のうち安全保持
に関する設問の解答状況
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合（IUPAC）が規定した化合物命名法に従っており、現
在では教育界や学術界に幅広く浸透している。一方、産
業界の現場などでは慣用名の「メチルアルコール」が使
用される場合もある。このような例は枚挙に暇がなく、
将来学校現場において活躍する者もIUPACによる命名法
と慣用名との両方に習熟しておくことが安全保持の観点
からも重要といえる。

（3）．安全設備探検ウォーク
　万一、事故や火災等が発生した場合、それらによる被
害を最小限に食い止めるような設備が教育学部内にも設
置されている。環境寺子屋の学修体験プログラムでは、
「安全設備探検ウォーク」と称してこれらの設備を実際
に見学するとともに、設置場所を確かめる活動を行って
いる。

　写真１には、安全設備探検ウォークの様子を示す。火
事の場合には、火災報知器のベルをためらわずに押して
知らせるとともに、逆にいたずらでベルを押すことは厳
に慎むことを徹底している。
　この他にウォークでは、教育学部棟内の消火器の位置
を確認するとともに、Ⅰ期・Ⅱ期棟のトイレに設置され
ている洗眼器や緊急時用シャワー設備を紹介している。
　このように体験学修プログラムでは、すべての体験活
動が初等・中等学校を含む教育現場においてもすぐに応
用できるように工夫されている。化学実験の安全教育に

関しても、それぞれの現場に即した形で展開していくこ
とが望まれる。

４．結　論

　本稿では島根大学教育学部において行われている化学
系の学生実験について、その安全保持教育の概要を述べ
た。中国地方の国立大学教育学部において展開されてい
る初年度向け化学学生実験授業を比較すると、本学部で
中等理科教員の養成を主な目的として開講されている
「化学基礎実験Ⅰ」は、期末試験を通じて安全内容の受
講学生への定着を促しているという特徴がある。さらに
環境寺子屋の体験学修プログラムにおいては、広く一般
向けの科学教室等をも考慮して、例えば小学校理科で使
用される薬品の中にも劇物等の法令に依拠した取扱が要
求されるものが多いことを示している。また、教育学部
棟における安全設備を実際に確認することで、非常事態
発生時に常日頃から備えておく重要性を強調している。
　実験の安全保持教育には、「これで完成」という終着
点は存在しない。日常的に注意深く実験を行うとともに、
大学規則や法令等に基づき、毒劇物の取扱や産業廃棄物
の処理を的確に行うといった積み重ねこそが安全確保に
つながる。「事故が起こらなければよい」という受け身
の姿勢を脱して、安全な実験環境を積極的に創出するよ
うな態度こそが、新しい科学・技術の領域を開拓すると
とともに、人間の幸せを生み出す価値を創出するものと
考えている。
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